
 

令和５年度保育利用申込みの御案内 

 

令和４年１０月 

京都市子ども若者はぐくみ局 

京都市区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室 

 
この御案内は、保育園（所）、認定こども園の保育園部分、小規模保育事業所、事業所

内保育事業所、家庭的保育事業所（以下「保育施設・事業所」といいます。）の入園（所）

申込みについてお知らせするものです。 
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＜御注意ください！！＞ 

 ● 令和５年４月保育利用の一次調整の申込締切は１１月１８日（金）必着です。 
 ● １１月１９日（土）以降にお申し込みいただいたものは一次調整の対象とはならず、二

次調整以降の対象となり、結果通知も２月末以降となります。 



 

１ 保育施設・事業所の種別 

⑴ 保育園（所） 

０～５歳児を対象として、通常時間の保育のほか、園により時間外保育を実施しています。 

⑵ 認定こども園（幼保連携型、保育所型、幼稚園型）の保育園部分 

認定こども園とは、幼稚園の機能と保育園（所）の機能を併せ持つ施設です。０～５歳児

を対象とし、通常時間の保育のほか、園により時間外保育を実施しています。 
幼稚園部分の利用申込みは、各園が定める方法により直接、認定こども園に申し込んでく

ださい。 

⑶ 地域型保育事業 

ア 小規模保育事業所 
０～２歳児を対象とする定員１９人までの小規模な事業所 

イ 家庭的保育事業所 
０～２歳児を対象とする定員５人までの小規模な事業所 

ウ 事業所内保育事業所 
会社・事業所の従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する事業所 

※ 上記施設以外に、預かり保育を実施している幼稚園も市内には数多くあります。詳細は、「多様な

保育サービス」（１０ページ）を御覧ください。 

２ 教育・保育給付認定の概要 

⑴ 教育・保育給付認定とは 

保育の利用を希望する保護者が、保育が必要な状態であるかどうかの確認をするために、

教育・保育給付認定を受ける必要があります。教育・保育給付認定の申請は、保育施設・事

業所の利用申込みと同時に行うことができます。 

⑵ 教育・保育給付認定の区分 

教育・保育給付認定には以下の区分があり、区分に応じて利用できる保育施設・事業所が

異なります。 

教育・保育 
給付認定 

区分の種類 

   利用時間 
年齢 

朝からお昼すぎ頃まで 
（教育標準時間） 

朝から夕方まで 
（保育短時間・保育標準時間） 

３歳～５歳 １号認定 ２号認定 

０歳～２歳 － ３号認定※ 

              ↓             ↓ 
  

１号認定子どもが利用できる施設 ２・３号認定子どもが利用できる 
保育施設・事業所 

  
幼稚園 

認定こども園（幼稚園部分） 

保育園（所） 
認定こども園（保育園部分） 

地域型保育事業（３号に限る） 
※ ３歳到達による３号認定から２号認定への切替えは、手続不要です。 
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３ 京都市内の保育施設・事業所を利用できる方 

⑴ 要件 

次のいずれにも該当する場合、京都市内の保育施設・事業所を利用できます。 
ア 児童及び保護者が京都市内に住所を有すること 

※ 京都市外にお住まいの方は、利用開始日までに京都市内へ転入予定の方、里帰り出産のため

一定期間京都市内にお住まいの方に限り、お申し込みしていただけます。 

イ 保護者のいずれもが、次の①から⑧の保育が必要な理由に該当すること 

保育が必要な理由 基準 

①就労※1 １箇月４８時間以上就労していること 

②妊娠・出産※2 妊娠中か出産後概ね２箇月以内であること 

③疾病・障害 病気・けが療養中又は精神・身体に障害があること 

④同居又は長期入院等を

している親族の介護・看護 親族を常時介護・看護していること 

⑤災害復旧 災害の復旧に当たっていること 

⑥求職活動 求職活動を継続的に行っていること 

⑦就学 ・学校教育法に規定する学校等に在学していること 
・職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けていること 

⑧その他 上記に準じる状態のため保育が必要であること 

※1 就労時間について 

就労していても１箇月の就労時間が４８時間に満たない方は、①の就労には該当しません。就

労時間を１箇月４８時間以上に延長する希望がある場合は、⑥の求職活動を理由に保育利用を申

し込むことになります。 
※2 利用開始後、出産し育児休業等を取得される場合 

子どもが保育施設・事業所を利用開始した後に出産し、その後、続けて育児休業等を取得する

場合は、既に利用している子どもについては、変更申請をすれば、継続して保育施設・事業所を

利用できます。 

⑵ 育児休業を取得されている方 

育児休業からの復帰に伴い保育利用を申し込まれる場合は、利用開始後、利用開始月中に

復帰したことを証する職場復帰証明書の提出が必要です。育児休業取得期間中は、保育利用

開始月中に復帰される場合を除き「就労」を理由に保育の利用を申し込むことができません。 

４ 保育時間 

保育時間には、保育短時間、保育標準時間、時間外保育の３区分があります。 
それぞれの時間帯は、保育施設・事業所によって異なります。各保育施設・事業所の保育時

間については、「保育施設・事業所の一覧」を御確認ください。 
保育短時間 教育・保育給付認定の保育短時間（８時間）認定を受けた場合、利用できる時間帯 

保育標準時間 教育・保育給付認定の保育標準時間（１１時間）認定を受けた場合、利用できる時間帯 

時間外保育 就労時間等により、時間外保育が必要である場合、利用できる時間帯 
※ 利用者負担額（保育料）は、保育利用時間により異なります。 
※ 時間外保育を利用する場合は、別に施設・事業所の定める料金が必要となります。また、幼児教

育・保育無償化の対象外のため、３歳児以上も料金がかかります。  
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５ 教育・保育給付認定における保育必要量・有効期間 

教育・保育給付認定は、保育が必要な理由に応じて、保育必要量と期間が認定されます。教

育・保育給付認定の期間が終了する前に、更新の手続を行い、保育が必要な理由に再度該当す

れば、継続して保育施設・事業所を利用できます。 

保育が必要な理由 
保育必要量（1 日） 教育・保育給付認定の期間 

（２・３号切替を除く） 短時間 標準時間 

①就労（内定を含む） ● ● 小学校就学前まで 

②妊娠・出産 ※１ ● 妊娠が分かったときから、出産後概
ね２箇月後の月末まで 

③保護者の疾病・障害 ● ● 

小学校就学前まで ④同居又は長期入院等してい
る親族の介護・看護 ● ● 

⑤災害復旧 ※１ ● 

⑥求職活動（起業準備を含む） ● ― 概ね９０日 

⑦就学（職業訓練校等におけ
る職業訓練を含む） ● ● 卒業（修了）予定日の月末まで 

⑧育児休業取得中に継続利用
が必要であること ● ― 

京都市が認める期間 
⑨その他、上記に準じる状態
として市町村が認める場合 ● ● 

※１  ②と⑤は原則、標準時間での利用になりますが、希望された場合、短時間認定も可能です。 
※２  就労など、保育短時間と保育標準時間の両方に●がついている場合は、勤務時間や通勤時間な

どから個別に認定します。 
※３  ３号認定の期間は満３歳に達する日の前日までですが、３号認定から２号認定への切替えは手

続不要です。 

６ 申込方法及び申込受付期間（令和５年４月保育利用申込みの手続きは７ページ参照）  

⑴ 申込方法 

お住まいの地域の区役所・支所の保健福祉センター（子どもはぐくみ室子育て推進担当、

京北地域においては京北出張所保健福祉第一担当。以下「区役所・支所」といいます。）に、

「７ 申込みに必要な書類」に記載している書類を提出してください。 

「ぴったりサービス（子育てワンストップサービス）」を用いた電子申請も受け付けています。 
 電子申請を行うには、マイナンバーカードとマイナンバーカード認証ができるカードリーダーも

しくはスマートフォンが必要です。詳しくは、以下のホームページを御確認ください。 
◆「令和５年度保育申込み」：https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000274712.html 
◆「ぴったりサービス」   ：https://app.oss.myna.go.jp/Application/search 

電子申請による利用申込受付期間 
●令和５年４月利用申込み   ：令和４年１０月４日から１１月１８日まで 
●令和５年５月以降利用申込み ：令和５年４月１日から各月申込締切日まで 

また、保育利用申込みについては、必要に応じて申込書の提出後、区役所・支所の職員が状況を

お伺いします。また、１歳児（一部）及び３歳児（一部）の４月利用申込については一斉面接に来

ていただく必要があります（一斉面接については１３～１７ページ）。 
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【郵送受付について】 
京都市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、申請書類

の郵送提出も受け付けております。郵送で御提出される場合、次の点に御注意ください。 
〇 郵送で提出される場合は、事前に提出先の区役所・支所まで電話でお知らせください。 
〇  提出にあたっては、市販の封筒に申込書類及び京都市提出用封筒（提出書類の確認に

使用いたします。）に必要事項をチェックのうえ、同封して御提出ください。 
〇 書類受理後、記載内容について電話で確認をさせていただく場合や不足書類の提出を郵

送でお願いする場合があります。必ず日中連絡のとれる電話番号を御記入ください。 
  なお、令和５年４月保育利用申込分のうち、１歳児（一部）及び３歳児（一部）のお申

込みの方は、一斉面接の対象となります（一斉面接については１３～１７ページ）。 
 
その他、詳しくは以下のＵＲＬを御参照ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000269255.html 

⑵ 申込受付期間 

保育の利用は、毎月１日から開始します。年度途中からの保育利用は、受入枠があれば、

毎月受入れを行います。申込締切日は、以下のとおりです。 

 

７ 申込みに必要な書類 

各様式は、幼保総合支援室ホームページからダウンロードして御利用いただけ 
ます。京都市情報館にて「保育 関係様式」で検索、もしくは以下のホーム 
ページを御覧ください。 
◆保育 関係様式：https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000172423.html 

※ 書類の記入は、鉛筆または消せるボールペンを使用しないでください。 

⑴ 必須書類 

① 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書（様式１（１）（２）） 

② 個人番号（マイナンバー）申告書（様式１（３）） 

※ 窓口で、世帯全員の個人番号の確認書類（個人番号カード等）及び来庁される方の本人確認書

類（運転免許証等）を確認します（郵送又は施設経由等での申し込みの場合は、それぞれ写しを

同封していただきます。）。なお、個人番号の確認書類をお持ちでない場合は、区役所・支所で確

認を行う場合があります。 
③ 保育が必要な理由書（様式２） 

④ 保育が必要な理由に応じた添付書類 

※ 複数の理由に該当する場合は、それぞれの理由に応じた添付書類の提出が必要です。 
※ 保育の必要性について優先度（６ページ参照）を判定するため、保育利用開始希望日時点で

６５歳未満の祖父母と同居されている場合は、祖父母の資料も提出していただく必要があります。 
 
 

保育の利用開始希望月 申込締切日 保育の利用開始希望月 申込締切日 

令和５年４月 ※７ページ参照 令和５年１０月 令和５年９月８日（金） 

令和５年５月 令和５年４月１０日（月）  令和５年１１月 令和５年１０月１０日（火） 

令和５年６月 令和５年５月１０日（水） 令和５年１２月 令和５年１１月１０日（金） 

令和５年７月 令和５年６月９日（金） 令和６年１月 令和５年１２月８日（金） 

令和５年８月 令和５年７月１０日（月） 令和６年２月 令和６年１月１０日（水） 

令和５年９月 令和５年８月１０日(木) 令和６年３月 令和６年２月９日（金） 
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【各理由と必要な添付書類】 

保育が必要な理由 添付資料 

 ①就労 
就労証明書（様式３）、スケジュール申告書（様式４、変則勤務の方） 
※自営業の場合、開業届出書や営業許可証、確定申告書の写しなど、客
観的に事業内容が分かる書類の提出を求める場合があります。 

 ②妊娠・出産 母子健康手帳の写し又は出産証明書 

 ③疾病・障害 

障害者手帳をお持ちでない場合は、診断書、療育手帳、介護保険被保険

者証の写し等、疾病・障害の程度が分かる資料 （※） 
スケジュール申告書（様式４、生活に制限のない方のみ） 

 ④介護・看護 

障害者手帳をお持ちでない場合は、診断書、療育手帳、介護保険被保険

者証の写し等、介護・看護の必要性が分かる書類 （※） 
スケジュール申告書（様式４、必須） 

 ⑤災害復旧 り災証明書 

 ⑥求職活動 
求職活動申告書（様式４－２） 
活動内容を証明する書類（ハローワークカード（写）等） 

 ⑦就学 在学証明書、スケジュール申告書（様式４、時間割でも可） 
 ⑧その他 区役所・支所にお問い合わせください。 

※ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、原則、手帳の写しの添付は不要で

すが、京都市で内容が確認できない場合は提出を依頼することがあります。 

⑵ 該当者のみ必要となる書類 

ア 教育・保育給付認定の不要な幼稚園や児童福祉施設等を利用中のきょうだいがいる方 

→ 同時利用軽減届出書（きょうだい利用）（様式５）を提出してください。 

※ 施設の種類については別冊「利用者負担額（保育料）に関する御案内（０歳児～２歳児用）」

の「３ 利用者負担額（保育料）の軽減・免除」の（１）B 施設を参照してください。 
※ きょうだいが上記施設を利用予定の場合は、利用開始後速やかに御提出ください。 

イ 保育園等の利用を開始した場合、育児休業から復帰予定の方 

→ 育児休業復帰に関する誓約書（様式６）を提出してください。 

 ※ 誓約書を御提出いただけない場合、保育利用ができません。 
※ 職場に復帰した後は、職場復帰証明書を復帰後２週間以内に京都市に御提出ください。 

ウ 保育園等での勤務に係る資格を持ち、京都府内の認可保育施設・事業所又は幼稚園（預

かり保育を実施する幼稚園のみ）で資格職として勤務中（予定を含む）の方 

→ 資格職であることを証する書類の写し（保育士証、幼稚園教諭免許状、保健師免許証、

看護師免許証、管理栄養士免許証、栄養士免許証、調理師免許証など）を提出してくだ

さい。１２ページ項番４参照 

エ 令和４年１月１日時点で日本国内に住民票がなかった方、令和５年１月１日時点で日本

国内に住民票がなかった方 

→ 国外での所得が分かる書類、国外居住に係る収入申告書の提出が必要となります。詳

しくは、区役所・支所にお問い合わせください。 

オ 課税情報の取得に同意いただけない方、課税情報が確認できない方（０～２歳児） 

→ 利用者負担額（保育料）の算定に必要ですので、令和４年度課税証明書（令和５年９

月以降の保育料については令和５年度課税証明書）を提出してください。提出いただけ

ない場合は、やむを得ず、最高階層で仮の算定を行う場合があります。 
※  申込後に希望施設の追加・変更を行う場合には、令和５年４月保育利用分（一次調整分）

は１２月１６日（金）までに、５月以降の保育利用分は申込締切日までに、保育利用申込内

容変更届（Ⅰ－１０）に必要事項を御記入のうえ、申請先の区役所・支所に御提出ください。 
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８ 申込みにあたっての留意事項 

ア 施設見学について 

希望される園については、できる限り申込児童同伴で事前に見学をしたうえで申込みを

されるようお願いします。 
なお、京都市民であれば、お住まいの区以外の市内の保育施設・事業所の申込みも可能です。  

イ 出生前の児童の申込みについて 

出生前からの仮申込みが可能です。事前に区役所・支所に御連絡のうえ、利用開始希望

月の締切日までに必要書類を御提出ください。出生後、正式に申請手続を行ってください。 

ウ 面接の実施について 

京都市では、保育利用の申込みにあたって、個別に面接を行い、申込内容の確認や提出

書類の確認等を行っています。 
令和５年４月申込みの一斉面接については、１歳児（一部）と３歳児（一部）の申込み

のみを対象とします。詳細については、７ページ及び１３～１７ページを御参照ください。 

エ 申込後の状況変更について 

申込後、世帯状況や保育を必要とする状況が変更になった場合、１１、１２ページの保

育利用の優先度の判定に関わる内容が変更になった場合等は速やかに区役所・支所に御連

絡ください。 

９ 利用調整について 

⑴  受入可能枠を上回る利用申込みがある場合の利用調整 

受入枠を上回る利用の申込みがあり、申込児童全員が希望する保育施設・事業所を利用で

きない場合は、京都市が、申込児童ごとに保育の必要性について優先度を判定し、優先度の

高い児童から利用できるよう利用調整を行います。令和５年４月申込（一次調整受付締切時

点）の申込状況・受入枠は１１月２４日（木）に京都市情報館に公表する予定です。 
公表ページ https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000227761.html 

 

⑵ 優先度の判定について 

優先度の判定にはポイント制を導入しており、保護者それぞれの基本指数・調整指数の合

計のうち、低い方の保護者の点数を利用調整で用います。 
◆ 優先度の判定基準については、１１、１２ページを御覧ください。 
◆ 締切日までに提出された資料で判定を行いますので御注意ください。 

⑶ 利用調整結果のお知らせ 

利用調整結果は、保育利用開始希望月の前月の２０日前後に発送する予定です（４月利用

開始希望（一次調整）は令和５年１月３１日（火）発送予定です）。 
◆ 事前のお問い合わせにはお答えできませんので、御了承ください。 

◆ やむを得ず、入園を辞退される場合は、速やかに区役所・支所にお知らせください。 

◆ 保育申込の有効期間は、令和６年３月分までです。有効期間内に、新たに受入枠が生じ

た場合、優先度の高い方から順に利用を御案内します。 
◆ 内定とならなかった（保留となった）場合の保留通知は、当初の申込時のほかは、申込

内容を変更された場合のみ発送します。 
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１０ 令和５年４月利用開始に関する手続 

年度当初の保育施設・事業所の利用開始については、申込児童数が多いことから、

できる限り１１月１日（火）までの保育園等への御提出に御協力をお願いいたしま

す。 

⑴ 申込方法及び申込受付期間（一次調整） 

受付期間 提出先 

令和４年１０月４日（火）～１１月１日（火） 第一希望の保育施設・事業所 

（上記期間に間に合わない場合） 
令和４年１１月２日（水）～１１月１８日（金） 

第一希望の保育施設・事業所が 
所在する地域の区役所・支所 

（子どもはぐくみ室子育て推進担当） 
◆ 第一希望の保育施設・事業所が令和５年４月開園予定の場合は、１０月４日から施設・

事業所が所在する地域の区役所・支所で受け付けます。 
◆ 就労証明書等の添付書類が間に合わない場合等は、既に揃っている書類だけでも保育利

用申込書と一緒に１１月１８日（金）までに御提出ください。やむを得ない事情で申込書

の提出が難しい場合は申込先の区役所・支所までお電話で御連絡ください（連絡先は裏表

紙を御参照ください。）。 

◆ 受付期間に妊娠中であっても、令和５年２月４日までに出生予定の児童については、一

次調整の対象となりますので、締切日までに書類を提出してください。ただし、御提出い

ただいた場合でも、２月５日以降に出生した児童については、受入月齢との関係から、原

則として５月利用申込みの対象となります。 

※ 令和５年度に医療的ケアが必要な児童の保育利用を希望される場合、申込前に事前相

談が必要です。４月利用開始希望の方は、令和４年１１月１１日までに区役所・支所に

御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵  一斉面接について（詳細は１３～１７ページ） 

一斉面接対象者を申込数が例年多く、利用調整対象となることが多い１歳児及び３歳児に

限定します。ただし、一部の地域は一斉面接対象外とします。令和５年４月保育利用開始の

申込みをされた方のうち、該当する地域の保育施設・事業所を第一希望とする１歳児及び３

歳児の保護者の方については、一斉面接への御参加をよろしくお願いいたします。 
 

＜御注意ください！！＞ 

 ● 一次調整の申込締切は１１月１８日（金）必着です。 
 ● １１月１９日（土）以降にお申込みいただいたものは一次調整の対象とはならず、二次

調整以降の対象となり、結果通知も２月末以降となりますので御注意ください。 

 ● １１月１８日（金）までに御提出いただいた申込みのうち、不足書類や不備書類の再提

出、希望先の変更や追加等の届出の締切は１２月１６日（金）までです。 
 ● 希望園の変更等がある場合には、同封している保育利用申込内容変更届（Ⅰ－１０）に

必要事項を御記入いただき、申請先の区役所・支所へ御提出ください。 
 ● １２月１６日（金）を過ぎて御提出いただいた就労証明書等の添付書類については、一

次調整の判定に反映できません。また、１２月１６日（金）の締切後の変更について

も、一次調整の判定には反映できませんので御注意ください。 
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実施場所 実施期間 

第一希望の保育施設・事業所が所在する 
地域の区役所・支所 

※区役所・支所ごとに実施期間が異なります。詳し

くは１５～１７ページを御覧ください。 

【対象者】 
  申込児童に次の児童が含まれる保護者の方。ただし、一部の地域は対象外です。詳細は

１３ぺージを御覧ください。 

   １歳児・・・令和３年４月２日～令和４年４月１日生まれの児童 

   ３歳児・・・平成３１年４月２日～令和２年４月１日生まれの児童 

※ なお、保留通知希望の方は１歳児及び３歳児であっても一斉面接対象外となります。 

※ その他一斉面接の詳細は１３、１４ページを御覧ください。 

⑶ 利用調整結果のお知らせ 

◆ 令和５年１月３１日（火）に発送する予定です。 
※ やむを得ず、利用を辞退される場合は、速やかに区役所・支所にお知らせください。 
※ 事前のお問い合わせにはお答えできませんので、御了承ください。 

⑷ 二次調整について 

一次調整で内定とならなかった（保留となった）方、一次調整（令和４年１１月１８日ま

で）に申込みが間に合わなかった方については、二次調整の対象となります。二次調整を希

望される場合は、以下の締切日までに、お住まいの地域の区役所・支所に必要書類を御提出

ください。 
◆ 二次調整受付：     ２月１３日（月）まで 

◆ 二次調整結果通知発送： ２月２８日（火）発送予定 

１１ 保育利用にあたっての留意事項 

⑴ 利用調整結果のお知らせ後の手続 

ア 入園準備・説明会等について 

各保育施設・事業所から入園の準備のお知らせがあります。施設・事業所によって説明

会等が開催されますので、必ず御確認ください。 
イ ３歳未満児童の健康診査について 

令和５年４月１日時点で３歳未満の児童は、京都市指定の様式により健康診査を受けて

いただきます（別途料金が必要となります。）。 
ウ ならし保育について 

保育利用開始後、児童が集団保育に慣れるまで、児童の状況に即した保育時間を設定す

ることがあります。 

⑵  お仕事がお休みの日の家庭保育御協力のお願い 

保育施設・事業所の利用は、就労や通勤等により、保育を必要とする理由に該当し、保育

が必要となる時間に限られます。土曜日などでお仕事がお休みの日や、早めのお迎えが可能

な日等は、御家庭での保育に御協力いただきますようお願いいたします。 

⑶ 保育の必要な状況等の確認について 

保育利用開始後、保育の必要な状況や世帯状況について、年１回、確認をさせていただき

ます。対象となる方には、毎年７月頃お知らせを送付します。 
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⑷ 利用状況に変更があった場合 

保育の利用中に以下に該当する事例があった場合は、速やかに区役所・支所まで必ず御連

絡ください。変更申請等の手続が必要となる場合があります。 
○ 保育が必要な理由に該当しなくなる又は就労時間など状況が変更になる場合 
○ 就労を始める又は退職する場合、妊娠が分かった場合、育児休業を取得又は終了する場合 
○ 住所を変更する場合、世帯構成が変わる場合 
○ きょうだいが、教育・保育給付認定の不要な幼稚園や児童福祉施設等（※）に入所又は退所した場合 
 ※ 別添「利用者負担額（保育料）に関する御案内（０歳児～２歳児用）」の３（１）の B 施設 
【御注意ください】 

◆  必要な手続を行われない場合、保育に要した費用の全部又は一部について、京都市

から返還を求めることがあります。 
◆  申込児童又は保護者が京都市外に住民票を異動されると、保育の利用ができなくな

ります。 

１２ 利用者負担額（保育料） 

詳細は、別添「利用者負担額（保育料）に関する御案内（０歳児～２歳児用）」を御参照ください。  
利用者負担額（保育料）は、利用開始された月の翌月上旬（４月分については、４月末頃）

に、利用されている施設・事業所を通じてお知らせします。 
なお、令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化の施行により、３～５歳児と市民税非

課税世帯の０～２歳児は利用者負担額（保育料）が０円となりました。 

⑴ 算定の根拠 

◆ 世帯の市民税額（市民税所得割額の合算額）により算定をします。 
◆ 施設・事業所の種別、年齢区分、世帯状況等によって利用者負担額（保育料）が異なります。 

⑵ 対象年度及び年度切替の時期 

利用者負担額（保育料）は、４月分～８月分は前年度、９月分～翌年３月分は当該年度の

市民税額により算定します。これに伴い、年度途中で利用者負担額（保育料）が変更となる

場合があります。 

⑶  利用者負担額（保育料）の軽減等 

※ 令和４年度時点の内容です。令和５年度以降の内容は本市ホームページ等でお知らせします。  

◆ 複数の子どもが保育所等を同時に利用する場合、２人目については、基準額の半額以下、

３人目以降については、無料となります。所得制限はありません。 

なお、１人目（又は２人目以降）の子どもの利用者負担額が無償化により無料の場合でも、

子どもの人数のカウント方法は変更ありませんので、これまでと同様に負担が軽減されます。 

◆ 一定階層区分以下の世帯については、同時利用かどうかに関わらず、２人目を基準額の

半額以下、３人目以降の利用者負担額を無料とするほか、ひとり親世帯等に対する負担軽

減策を実施しています。 

【幼稚園型認定こども園の利用者負担額（保育料）について】 

◆ 保育園（所）及び幼保連携型認定こども園等では京都市独自で国基準よりも保育士等の配置基

準を手厚くしていますが、幼稚園型認定こども園は国基準どおりの職員配置基準としているこ

とから、幼稚園型認定こども園の保育料は保育園（所）等よりも軽減しています。 
◆ なお、園が独自に職員配置を加配する場合は、園が一定の上乗せ徴収をすることができます。 

 

9



 

１３ 多様な保育サービス 

制度の詳細及び実施施設は、「京都はぐくみアプリ」または「京都市情報館」を御

確認ください。 
◆多様な保育サービス：https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000002625.html 

⑴ 時間外保育 

利用施設の保育短時間又は保育標準時間を超えて保育を実施しています。時間外保育は、施設と保

護者とで利用時間・方法を決定することになります。また、保育料とは別に利用料が必要となります。 

⑵ 夜間保育 

夜間の保育需要に対応できるよう、夜間保育園を設置しています（令和 4 年９月時点市内８か所）。  

⑶ 休日保育 

保護者の就労等により、日曜・祝休日等に家庭で保育ができない場合に、保育施設で児童

を預かり、保育を実施しています（令和４年９月時点市内７か所）。 

⑷  保育園・認定こども園における一時預かり 

保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病などによる緊急時の保育、

保護者のリフレッシュを図るための一時的な保育、裁判員制度に参加するための一時的な保

育など、さまざまな保育ニーズに対応するため、一部の保育施設で一時預かりを実施してい

ます（令和４年９月時点市内５９か所）。 
◆一時預かりの御案内： 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000054150.html 
 

⑸  病児・病後児保育 

仕事の都合により、病気中・病気回復期の子どもの保育を家庭でできない方のため、医療

機関に付設された施設で一時的な保育を実施しています（令和４年９月時点市内１１か所）。 
 
◆病児・病後児保育の御案内： 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000098235.html 
 

⑹ 幼稚園における預かり保育 

京都市では、市内の私立、市立幼稚園の「預かり保育時間の延長」や「長期休暇期間における預か

り保育の拡充」に取り組んでいます。働きながら幼稚園に通わせたい、保育園（所）や小規模保育事

業所等以外にも預けられるところを探しているといった保護者の皆様のニーズに応えることができる、

充実した預かり保育を実施している幼稚園が京都市内には数多くあります。 
◆私立幼稚園一覧： 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000173630.html 
 

◆市立幼稚園の預かり保育： 
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000200452.html 

 
※ なお、認可保育施設・事業所を利用中でない児童が（４）～（６）のサービスを利用した場

合、幼児教育・保育の無償化の対象となる可能性があります。 

  幼児教育・保育の無償化の詳細は、１８ページ下段のＵＲＬを御参照ください。 
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◆基本指数…いずれかひとつを選択
保育が必
要な事由 基準 基本指数

就労 週40時間以上就労している 40

※１、２ 週35時間以上40時間未満就労している 35

週30時間以上35時間未満就労している 30

週25時間以上30時間未満就労している 25

週20時間以上25時間未満就労している 20

内職従事者である 20

就労している（上記以外） 15

要介護３以上又は障害支援区分４以上の親族を介護又は看護している 35

要支援２・要介護１・２又は障害支援区分２・３の親族を介護又は看護している 20

身体障害者手帳１・２級の交付を受けている親族を介護又は看護している 35

身体障害者手帳３級の交付を受けている親族を介護又は看護している 20

療育手帳A判定の交付を受けている親族を介護又は看護している 35

療育手帳B判定の交付を受けている親族を介護又は看護している 20

精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている親族を介護又は看護している 35

精神障害者保健福祉手帳２級の交付を受けている親族を介護又は看護している 20

介護又は看護している（上記以外） 10

災害 災害復旧に当たっている 40

就学・ 週40時間以上学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校又は公共職業訓練施設に通所している 40

職業 週35時間以上40時間未満学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校又は公共職業訓練施設に通所している 35

訓練 週30時間以上35時間未満学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校又は公共職業訓練施設に通所している 30

週25時間以上30時間未満学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校又は公共職業訓練施設に通所している 25

週20時間以上25時間未満学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校又は公共職業訓練施設に通所している 20

就学している（上記以外） 15

求職 求職中である 5

出産 妊娠中であるか、出産後間がない（概ね２箇月） 15

疾病等 入院又はそれと同等程度の治療や安静を要する 40

介護保険施設、障害者施設に入所している 40

寝たきりである 40

要介護３以上又は障害支援区分４以上の判定を受けている 40

要支援２・要介護１・２又は障害支援区分２・３の判定を受けている 35

要支援１又は障害支援区分１の判定を受けている 25

身体障害者手帳１・２級の交付を受けている 40

身体障害者手帳３級の交付を受けている 35

身体障害者手帳４級の交付を受けている 25

身体障害者手帳５・６級の交付を受けている 20

療育手帳A判定の交付を受けている 40

療育手帳B判定の交付を受けている 35

精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている 40

精神障害者保健福祉手帳２級の交付を受けている 35

精神障害者保健福祉手帳３級の交付を受けている 25

障害又は傷病により、保育が困難な状態である（上記以外） 15

その他 保護者、世帯又は申込児童の状況から、市長が特に保育が必要であると認めるもの ※３

※１　就労時間には休憩時間を含む。

※３　市長が定める。

介護・
看護

※２　短時間勤務制度を取得する場合でも取得前の就労時間で指数付けを行う。ただし、同指数に複数名の
　　申込児童がいる場合、実際の勤務（予定）時間（時間外勤務除く）が長い保護者を優先する。

　基本指数と調整指数の合計点数が低い方の保護者を児童の点数として、保育施設・事業所ごとに、
合計点数が高い児童から順に、利用調整を行います。
　例）【父：40時間就労＝40点】　【母：35時間就労＋通勤時間30分＝36点】の場合、児童の点数は
36点となる

１４ 京都市の保育利用の優先度判定基準
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◆調整指数…あてはまるものすべてを合計

項
番

項目 具体的内容
調整
指数

☆ 備考

1 通勤又は通学時間（片道）が３０分以上 1 ☆

2 通勤又は通学時間（片道）が１時間以上 3 ☆

3
就労内定の場合（育児等の休業以外の理由で就労証明書に過去３か
月の実績の記載がない場合を含む）

-5 ☆ 項番4が適用されている場合、対象外とする。

4
保護者のいずれかが、保育士等の資格職として、京都府内の認可保
育施設・事業所又は幼稚園（預かり保育を実施する幼稚園のみ）で
勤務中（予定を含む）

10

保育士、保健師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、調理
師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を対象とする。項番3の対
象外とする。
※幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭は保育所（園）、認定こども
園、幼稚園のみ対象

5
事業専従者の場合（雇用主が保護者の配偶者又は三親等以内の親族
であり、かつ収入実績及び課税状況等から、保護者が扶養控除又は
配偶者控除の対象と判断できる場合（見込みを含む））

-5 ☆ 保育要件が「就労」の場合のみ調整

6
保護者のいずれかが次のいずれかに該当する（要支援１・２、要介
護１・２、障害支援区分１～３、身体障害者手帳３級以下、精神障
害者保健福祉手帳３級）

2 保育要件が「疾病等」の場合を除く、項番7と重複不可

7
保護者のいずれかが次のいずれかに該当する（要介護３～５、障害
支援区分４～６、身体障害者手帳１・２級、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳１・２級）

4 保育要件が「疾病等」の場合を除く、項番6と重複不可

8
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳のうち２つ
以上の交付を受けている

2 保育要件が「疾病等」の場合を除く

9
親族の介護の
状況

介護等を必要とする親族が、平日に週３日以上通所系サービス又は
月に７日以上短期入所系サービスを定期利用している

-2 保育要件が「介護」の場合のみ調整

10 小学生以下の子どもが３人以上いる 1 項番11と重複不可

11 小学校入学前児童が３人以上いる 3 項番10と重複不可

12
保護者のいずれかが就労、介護・看護、就学・職業訓練、災害復旧
のために別居している（単身赴任等）

3

13 保護者のいずれかが月４回以上夜勤がある 2 項番12の別居している者が夜勤対象者の場合を除く

14 週30時間以上就労している 2 ☆ 保育要件が「就労」、「就学・職業訓練」の場合を除く、項番15と重複不可

15 週30時間未満就労している 1 ☆ 保育要件が「就労」、「就学・職業訓練」の場合を除く、項番14と重複不可

16
次のいずれかに該当する世帯員（保護者及び申込児童を除く。）が
いる（要支援１・２、要介護１・２、障害支援区分１～３、身体障
害者手帳３級以下、精神障害者保健福祉手帳３級）

1 保育要件が「介護」の場合を除く、項番17、18と重複不可

17
次のいずれかに該当する世帯員（保護者及び申込児童を除く。）が
いる（要介護３～５、障害支援区分４～６、身体障害者手帳１・２
級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳１・２級）

2 保育要件が「介護」の場合を除く、項番16、18と重複不可

18
項番16又は17に該当する世帯員（保護者及び申込児童を除く）が複
数名いる

2 保育要件が「介護」の場合を除く、項番16、17と重複不可

19 ひとり親世帯である 5
・項番20と重複不可
・項番27が適用されている場合、対象外とする。

20
次のいずれかに該当する世帯である（生活保護世帯（就労、職業訓
練等を行うことにより、自立の促進が図られると市長が判断した場
合に限る）、生計中心者が失業して求職中の世帯）

4 項番19と重複不可

21 申込児童が多胎児である 10 項番25と重複不可

22
申込児童が次のいずれかに該当する（身体障害者手帳３級以下、療
育手帳B、精神障害者保健福祉手帳２・３級）

2 項番23と重複不可

23
申込児童が次のいずれかに該当する（障害福祉サービス又は障害児
通所支援の支給認定を受けている、身体障害者手帳１・２級、療育
手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳１級）

5 項番22と重複不可

24
保育園(所)、認定こども園又は地域型保育事業所からの転園希望で
ある

-5

転居若しくは転勤に伴う転園又はきょうだいが同一の保育施設・事
業所を利用するための転園希望の場合を除く（ただし、転居の場
合、転居前に比べ、現在利用中の保育施設・事業所までの通園時間
が長くなった場合に限る）

25
きょうだいが既に保育施設・事業所を利用しており、申込児童が同
一の保育施設・事業所の利用を希望する場合又はきょうだいが同時
に同一の保育施設・事業所の申込みをした場合

5
・同指数に複数名の申込児童がいる場合、更に１点加点することが
できる
・項番21、31と重複不可

26 申込児童を６５歳未満の親族に預けている -1 項番27と重複不可

27 保育可能な６５歳未満の祖父母と同居している -1 項番26と重複不可

28 申込児童を職場で保育している -2

29
育児休業からの復帰に伴う申込みであり、職場の育児休業制度上、
保育利用開始希望年度中に育児休業から復帰の必要があり、かつ、
延長を行ったとしても当該年度中に復帰しなければならない場合

2
就労証明書に記載されている場合のみ適用
育児休業終了日が保育利用開始希望年度の3月31日の場合、項番30
を適用

30
育児休業からの復帰に伴う申込みであり、項番29以外の場合（職場
の育児休業制度上、保育利用開始希望年度の翌年度以降まで育児休
業を延長できる場合）

1 就労証明書に記載されている場合のみ適用

31

小規模保育事
業所等からの
移行

小規模保育事業所等が３歳児の受入れに係る連携施設（保育所
（園）又は認定こども園）を設けており、３歳児移行に当たり当該
連携施設を第１希望とする場合

10
第１希望としている施設にのみ１０点加点し、第２希望以降は加点
しない

32 申込状況
入園可能な最も低い点数で複数の申込者が並んだとき、当該保育施
設・事業所を第１希望としている

1
第１希望としている施設にのみ１点加点し、第２希望以降は加点し
ない

33

☆…世帯の基本指数となっている世帯員が該当する場合のみ調整

市長が特に調整を必要と認める場合（申し出等により、保留希望と判断した場合、指数を減点する場合がある）

保護者の就労
状況等 保育要件が「就労」又は「就学・職業訓練」の場合のみ調整、項番

1と2とは重複不可
客観的に判断して申告より短い時間での通勤又は通学が可能である
と市長が判断した場合、加点をしない又は1時間以上の通勤又は通
学と申告している場合でも項番1を採用する場合がある。

保護者の心身
の状況

世帯の状況

申込児童の状
況

保育の代替手
段
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１５ 令和５年４月入園希望者向け一斉面接について 

  
 
 令和５年４月保育利用申込みに係る一斉面接について、令和４年９月時点の情報を掲載し

ております。今後、取扱いが変更となる場合がありますので、御了承ください。 
 一斉面接に係る最新情報については以下のＵＲＬを御参照ください。 
 
◆ 令和５年４月一斉面接の実施について 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000274665.html 

 

⑴ 一斉面接の実施について 

京都市では、特に利用調整が必要と考えられる歳児等について、一斉面接を実施し、希望

の保育園の申込状況に沿った御案内や、事前に御提出いただいた書類の不備や内容の確認等

を実施しております。 
今年度の一斉面接については、申込数が多く、利用調整対象となることが多い１歳児・３

歳児のうち、特に利用調整が必要となる地域の保育施設・事業所を第一希望に保育利用申込

みをされている方に限定して、一斉面接を実施いたします。 
 
※ 一斉面接に関し、来庁に不安がある方は個別に区役所・支所まで事前に御相談ください。 

⑵ 一斉面接の対象者 

  申込児童に次の児童が含まれる保護者の方（対象となる区・支所については、以下の表

を御確認ください。）。 

   １歳児・・・令和３年４月２日～令和４年４月１日生まれの児童 

   ３歳児・・・平成３１年４月２日～令和２年４月１日生まれの児童 

 

＜一斉面接対象＞ 

 下表に記載の地域の保育施設・事業所を第一希望とする場合に、一斉面接対象となります。 

 一斉面接対象 一斉面接対象外 

１歳児 
北区、左京区、中京区、山科区、下京区、

南区、右京区本所、西京区本所、伏見区

本所、深草支所 

上京区、東山区、右京区京北地域、洛西

支所、醍醐支所 

３歳児 

下京区、南区、西京区本所 北区、上京区、左京区、中京区、東山区、

山科区、右京区本所、右京区京北地域、

洛西支所、伏見区本所、深草支所、醍醐

支所 
 

※  ０歳児と３歳児のきょうだいを同時に申し込むなど、お一人でも上記の対象区・支

所の申込みを行っている場合、一斉面接の対象となります。 
※  一斉面接の対象は１１月１８日（金）までに保育利用申込みをされた方が対象です。

１１月１９日（土）以降の申込みについては、一斉面接及び一次調整の対象外とし、 

二次調整の対象となります。 
※  保留通知希望の方は１歳児及び３歳児であっても一斉面接対象外となります。 
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⑶ 一斉面接の実施場所及び実施日 

一斉面接については、第一希望の保育施設・事業所が所在する地域の区役所・支所で受け

ていただきます。混雑を避けるため、各区役所・支所及び希望する保育施設・事業所ごとに

日程が異なりますので、御注意ください。 
 

⑷ 一斉面接での確認内容について 

一斉面接では、主に希望されている保育園の申込状況等について情報提供を行い、受入枠

を超えた申込みがあると見込まれる場合等に他に追加申込み可能な保育園等を御案内した

り、事前提出いただいた書類の不備補正や内容確認を行います。 
なお、保育園等の利用調整については、保育の優先度判定指数（いわゆるポイント制）に

よって決定するため、一斉面接の参加の有無によって有利・不利は発生いたしません。 
 

【一斉面接の持ち物】 

 ・本人確認書類（運転免許証、健康保険証等） 

 ・未提出の書類（ある場合） 

⑸ 新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い 

 一斉面接の実施に当たっては、下記の対策をとったうえで実施します。また、保護者の皆

様には御不便をおかけしますが、下記のお願いごとに御理解、御協力をいただきますよう、

よろしくお願いいたします。 
＜一斉面接の実施における新型コロナウイルス感染症対策について＞ 
・一斉面接の対象者を１歳児（一部）及び３歳児（一部）の保護者に限定 
・アクリル板又はビニールシート等設置による飛沫感染対策、消毒液の設置 
・面接時間短縮のための書類の事前配布（育児休業復帰に関する誓約書等） 
・面接テーブル及び待合室での距離の確保 
・面接担当者のマスク着用の徹底 
・検温の実施（発熱症状がある場合は面接を受けていただけません、後日調整いたします） 
・会場の小まめな消毒及び換気の実施  など 
 

＜保護者の方へのお願いごと＞ 
・発熱及び体調不良の方や過去１４日以内に入管法に基づく「上陸拒否対象国、地域」に滞

在歴のある方は来庁を御遠慮ください。電話又は後日の面談対応とします。 
・マスクを着用のうえ、御参加ください。 
・できる限りお子様連れでなく、代表の保護者お一人でお越しください。 
・一斉面接会場について、混雑が予想される場合は入場制限を行う場合がありますので、あ

らかじめ御了承ください。 
 

⑶  その他 

一斉面接の対象とならない保護者の方についても、事前提出いただいた書類の不備補正や

申込状況等の内容確認について御連絡を行う場合があります。また、一次調整受付終了時点

の申込状況及び受入枠については、１１月２４日（木）にて京都市情報館に公表予定です。 
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000227761.html 

 

実施場所 実施期間 

第一希望の保育施設・事業所が所在する 
地域の区役所・支所 

※区役所・支所ごとに実施期間が異なります。詳し
くは１５～１７ページを御覧ください。 
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令和５年４月入園希望者向け一斉面接の日程 
一斉面接対象（１歳児（一部）及び３歳児（一部））の方は、第一希望の保育施設・事業所の実施予定日時に

面接会場までお越しください。参加できない場合は、事前に第一希望の施設が所在する地域の区役所・支所に

御連絡ください。 
 

＜面接受付時間の区分＞ 
午前 A 午前９時半～午前１１時半 午後 C 午後１時半～午後４時 
午前 B 午前９時～午前１１時半 午後 D 午後１時半～午後３時半 
※ 日程及び会場等の変更がある場合は、京都市情報館又は個別連絡等で御案内いたします。 
 

＜各区役所・支所での面接日程について＞ 

区 面接会場 保育施設・事業所（第一希望） 
（名称は略称、分園は本園に含む（原則）、★は令和５年４月開園予定（仮称））  日時 

北 
北区総合庁舎 

３階 
大会議室 

楽只、待鳳、白い鳩、のぞみ    11/29(火) 午前 Ａ 
紫野、大徳寺、みょうりんえん   11/29(火) 午後 Ｃ 
上総幼児園、上賀茂こども園 11/30(水) 午前 Ａ 
衣笠幼稚園、洛陽、さつき、柊野 11/30(水) 午後 Ｃ 
洛北幼児園、大宮、市川乳児室、ひゅうが乳児室 
川北保育室「はっぴぃ」、さくらんぼＫＩＤＳ、アネラ 
ゆりかごＷＥＣしおん、とうりん幼稚園小規模保育こみち 
かも保育ルーム、ののはな 

12/1(木) 午前 Ａ 

旭ヶ丘、たかがみねこども園、たかつかさ、妙秀こども園 12/1(木) 午後 Ｃ 

左京 
左 京 区 総 合 庁 舎 

１階  
大会議室 

高野川、朱い実、聖護院 12/2(金) 午前 Ａ 
修学院、北白川いずみ、こども芸術大学、なないろ 12/5(月) 午前 Ａ 
葵、京都たからこども園、京都ふうりん 
京（みやこ）ベビーハウス・下鴨ぺんぎん保育室 12/5(月) 午後 C 

錦林、一乗寺、村松 12/6(火) 午前 Ａ 
岩倉こひつじ、認定こども園京都きらら幼稚園 
認定こども園 聖光幼稚園 
菊の花幼稚園 小規模保育園ＣＨＩＩＳＡＫＵ小咲 
菊の花幼稚園 事業所内保育園ＴＥＫＵＴＥＫＵてくてく 

12/6(火) 午後 Ｃ 

養正、高野、認定こども園下鴨夢、永興北白川保育室 
リトルベアーナーサリー、吉田こじかナーサリースクール 12/7(水) 午前 Ａ 

松ヶ崎こども園、聖水、百萬遍、風の子、セヴァ子ども学園 
セヴァ ノーチェ学園、手をつなごう あおき保育園 
松ヶ崎保育ルーム 

12/7(水) 午後 Ｃ 

ペスタロッチ、メグミ幼児園、だん王、だん王夜間、岡崎幼児園 
吉田山、あおぞら、ぽにぃ 12/8(木) 午前 Ａ 

ひまわり、八瀬、鞍馬山、市原野、子どものその 
認定こども園ふたば幼稚園、京（みやこ）ベビーハウス堰源 
京・ベビーハウス大原小野山わらんべ 
ふたば幼稚園小規模保育ふたば保育ルーム、小規模保育園「キコレ」 

12/8(木) 午後 Ｃ 
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区 面接会場 保育施設・事業所（第一希望） 
（名称は略称、分園は本園に含む（原則）、★は令和５年４月開園予定（仮称））  日時 

中京 
 

中京区総合庁舎 
４階  

大会議室 
 

壬生、六満こども園、六満こどもの家、中京みぎわ園、ＹＭＣＡ三条 11/25(金) 午前 Ａ 
月かげ、朱七、洛西 11/25(金) 午後 D 
朱一、おいけあした 11/28(月) 午前 Ａ 
二条、円町まぶね隣保園、こぐま、御所の杜ほいくえん 11/28(月) 午後 D 
月かげみどり、カトリック聖母、聖三一幼稚園認定こども園 11/29(火) 午前 Ａ 
壬生寺、もりの詩、ハピネスかわい、中京みぎわ保育ルーム 
かぜの詩、そらの詩、さくらんぼ、京都ランド園 
あだちほいくえん、青いとり、御所南ほいくえん 
ＢＡＢＹ ＨＯＵＳＥ、洛陽幼稚園小規模保育まるべり 
こどもの杜すくすく、からすま御池、あいのまち 

11/29(火) 午後 D 

山科 
山科区総合庁舎 

２階  
大会議室 

鏡山、山科、陵ヶ岡こども園 
陵ヶ岡こども園分園はなみずき保育園 
なかとみこども園、山階、にこの森保育園 
洛東幼稚園小規模保育めばえ、洛和若草保育園 

11/28(月) 午前 Ａ 

西念寺こども園、西野山、若林、たんぽぽの家保育園 
清水台幼稚園小規模保育つぼみ 11/28(月) 午後 D 

まんいんじこども園、椥辻こども園、家庭的保育事業 おとわ乳児園 11/29(火) 午前 Ａ 
岩屋こども園アカンパニ、安朱、勧修 
安朱保育園 小規模保育 遊戯館 11/29(火) 午後 D 

おおやけこども園、永興小金塚こども園 
保育ルーム Ｐｅｔｉｔｅ Ａｎｇｅ Ｏｏｙａｋｅ 
ほほえみ保育園 山科園、認可小規模保育事業所 光保育園 
保育園 Ａｐｐｌｅ Ｋｉｄｓ 

11/30(水) 午前 Ａ 

東野こども園、こばとこども園、こばと夜間、さくら 
認定こども園ももの木学園、アヴェ・マリア小規模保育部マミータ 
ラビパラ保育園 

11/30(水) 午後 D 

下京 
下京区総合庁舎 

４階 
会議室 

稚松（わかまつ）、下京ひかり、山口保育室、七実の木 
チャイルドハウスみなみ、チャイルドハウス石ヶ坪 
こどもの杜ぽかぽか、アソカ幼稚園小規模保育うめこうじ 
ちいさなおうち、ほほえみ西大路園 
八条幼稚園小規模保育部ちくたく、ゆりかごＷＥＣせいせん 

11/29(火) 午前 Ａ 

きらきら 11/29(火) 午後 D 
たちばな、西大路、大谷園林 11/30(水) 午前 Ａ 
知真、五条愛児園、永興開智こども園 11/30(水) 午後 D 
光林、大谷、池坊 12/1(木) 午前 Ａ 
たかせ、西七条 12/1(木) 午後 D 

南 

南区 
総合庁舎１階 

ホール 
(健康増進セ
ンターヘル
スピア 21

内) 

南、共栄、あらぐさ、祥南、祥豊、みのり園 
なかじま保育室、てんとうむし、十条たけだ 11/29(火) 午前 Ｂ 

永興くじょう、塔南、東寺、隨林寺、洛南、東和、ひかり 
ずいりんじ保育ルーム 11/30(水) 午前 Ｂ 

青い空、吉祥院こども園 11/30(水) 午後 C 
久世、くぜにしこども園、上久世、こよりほいくえん久世 
洛和桂川小規模 12/5(月) 午前 Ｂ 

山ノ本こども園、上鳥羽、松ノ木、法光院こども園、希望の家カトリック 
こども園いしはら、久世南、久世築山、殿城、村山 12/6(火) 午前 Ｂ 

琴音つばさ、詩音つばさ 12/6(火) 午後 Ｃ 
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区 面接会場 保育施設・事業所（第一希望） 
（名称は略称、分園は本園に含む（原則）、★は令和５年４月開園予定（仮称））  日時 

右京 

右京区総合庁舎 
５階  

大会議室 
（ＳＡＮＳＡ

右京） 
 

認定こども園 まこと幼児園、梅ノ宮、富士、富士夜間、うぐいす 
嵯峨野こども園、ときわ、森田綾小規模、鳴滝小規模“あっと・ほ〜む”
にじいろカエデの木乳児園、長谷川保育室、小規模保育室いけした 
★佛教大学附属認定こども園（仮称） 

11/29(火) 午前 Ｂ 

西本願寺、山ノ内、うたの里、谷史季保育園、ニチイキッズ葛野三条保育園 11/29(火) 午後 Ｃ 
蜂ヶ岡、太秦、聖徳、このしま、蜂ヶ岡けやき、蜂ヶ岡けやき保育園分園 
認定こども園 太秦幼稚園、しげまつ乳児保育園、育心保育室 
りんどう保育園、自然幼稚園小規模保育こみのりくらぶ 

11/30(水) 午前 Ｂ 

双丘、こども園ゆりかご、花園、安井、御室、みつばち菜の花  
照隅認定こども園、ＨＯＰＰＡ西京極、仲田保育園（とまとのお家） 
花園かとう保育園、天授ヶ岡幼稚園小規模ベテスダ 

11/30(水) 午後 Ｃ 

妙覚、若竹、向上社、つわぶき園、西京極、西院、嵯峨こばと、川勝寺 
清明、ぽこあぽこ保育室、ＢｅＢｅせんしょうじ 
ＭＩＧＮＯＮ ＫＩＮＵＧＡＳＡ、西院ルンビニ保育園、塔南学園 西院園 

12/1(木) 午前 Ｂ 

西京 

西京区総合庁舎 
２階 

大会議室 
 

保健福祉 
センター 
別館では 
ありません。

嵐山、京都白百合、西嶺     11/29(火) 午前 Ａ 
川島、桜の杜つばさ     11/29(火) 午後 C 
山田、むらさわ、上桂ひまわり、長谷川乳児保育室、希（のぞみ）、とだ 
らくさいぐち、南の風、桂駅西口、洛和桂小規模、とも乳児保育室 
みらい、おひさま乳児保育室、こよりほいくえん、小規模園 三ノ宮 
かつら東口、葉室幼稚園小規模保育こばと園 
かつらのさとナースリースクール、京都ほせんオリーブ館あさがお保育室 
さかいだに幼稚園キッズルーム 

11/30(水) 午前 Ａ 

みつばち、こぐま上野、月見ヶ丘こどもの家   11/30(水) 午後 C 
桂ぶどうの木こども園、かつらのみや 12/1(木) 午前 Ａ 
樫原、牛ヶ瀬 12/1(木) 午後 C 
くすのき、樫原ふじ、桂東こども園 12/6(火) 午前 Ａ 
桂、つみき、かつらのもり 12/6(火) 午後 C 
川岡、まめのき  12/7(水) 午前 A 
京都にじこども園 12/7(水) 午後 C 

伏見 
伏見区総合庁舎 

４階  
大会議室 

よど、横大路、淀白鳥、城之内、つぼみ、ピノキオ 11/29(火) 午前 Ａ 
桃陵乳児、二の丸、野の百合、白菊こども園、たんぽぽ、ももやま白菊 11/29(火) 午後 Ｄ 
向島、みどり、神川、羽束師、まごころ、こが 11/30(水) 午前 Ａ 
世光、下鳥羽、第二あけぼの、わかばやし、室山保育室、いしはら保育室 
おかもと、京町、あすか、ほほえみ竹田園、ConoCo 桃山のおうち 
ConoCo 京町のおうち、ヤクルトきっずすく〜るマムズ、伏見いろどり 
ほほえみ久我園 

11/30(水) 午後 Ｄ 

改進、住吉、住吉西、みぎわ、城南、城南第二 12/1(木) 午前 Ａ 
桃嶺、伏見幼児園、板橋 12/1(木) 午後 Ｄ 

深草 
深草総合庁舎 

２階 
子どもはぐ

くみ室 

稲荷砂川、稲荷こども園 11/30(水) 午前 Ｂ 
うづらこども園 11/30(水) 午後 C 
西福寺幼児園 12/1(木) 午前 Ｂ 
白井乳児園、西田保育室、第三あけぼの、第二かがやき 12/1(木) 午後 C 
西福寺幼児園 12/2(金) 午前 Ｂ 
にじの木墨染ルーム、にじの木藤森ルーム、にじの木深草ルーム 12/2(金) 午後 C 
京都聖母学院 12/5(月) 午前 Ｂ 
モーツァルトしずかこども園 12/5(月) 午後 C 
深草、第二深草 12/6(火) 午前 Ｂ 
墨染 12/6(火) 午後 C 

※ 面接日が複数の日程となっている保育施設・事業所については、別途、面接予定日を御連絡いたします。 
※ １歳児のみ一斉面接対象の区・支所に関し、受入年齢の関係から一斉面接対象外となる保育施設・事業所について

は、表に掲載しておりません。 
※ 廃園予定で新規受入れを行っていない園については掲載しておりません。 
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１６ 参 考 幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）の申込みについて 

幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）の利用を希望される場合は、直接園に申込方法等を御

確認ください。また、利用される園の種別に応じて、園の利用に関する手続き（教育・保育給

付認定）や無償化に関する手続き（施設等利用給付認定）が必要となりますので、園又は区役

所・支所にて配布している申請書類に記載等のうえ、園に御提出ください。 

利用される園 利用申込 
教育・保育 

給付認定 

施設等利用 

給付認定 

私立幼稚園 
（新制度幼稚園※１となった園を除く。） 

直接、園に申込み 

不要 要 

新制度幼稚園※１ 
認定こども園（幼稚園部分※２） 

要 要※３ 

 

※１ コドモのイエ幼稚園、洛東幼稚園、高倉幼稚園、桃山幼稚園及び全ての市立幼稚園 
また、下鴨幼稚園、龍谷幼稚園、本願寺中央幼稚園については、令和５年４月に新制度

幼稚園に移行予定。（最新情報は京都市情報館にて御確認ください。） 

  ※２ 佛教大学附属幼稚園については、認定こども園化に向けて協議中です。（最新情報は京都

市情報館にて御確認ください。） 

  ※３ 預かり保育（通常保育時間の前後等に実施）を利用しない場合は不要です。 

 
●無償化の概要 

 

   
  ※１ 預かり保育利用料の支給を受けるには、保護者のいずれもが保育が必要な理由（就労、

妊娠・出産、介護等）に該当していることが要件となります。また、預かり保育の実施時
間等については、各園によって異なりますので、直接園までお問合せください。 

※２ 市立幼稚園については、月当たり利用日数×４５０円を上限（ただし月額上限１１，３００

円）として支払免除にて対応します。 
 
 
 

 

 

歳児 満３歳児 ３～５歳児 

保育料 

【私立幼稚園】 

月額２５，７００円を上限として支給 
【新制度幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）】 

 無料 

預かり保育利用料※１ 
（通常保育時間の 
前後等に実施） 

対象外 
（ただし、市民税非課税世帯
の場合は、月当たり利用日数

×４５０円まで支給（月額上
限１６，３００円）） 

月当たり利用日数×４５０円ま
で支給（月額上限１１，３００

円）※２ 

京都市の幼児教育・保育無償化の制度及び施設等利用給付認定の申請

方法については、こちらを御覧ください。 
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000254845.html 
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１７ 保育利用に関するよくある御質問 
 

  ここでは、保護者の方からの保育利用に関するよくある質問と回答を載せております。京都

市情報館では、ここに掲載している質問以外の情報も掲載しておりますので、そちらも御参照

ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000274557.html 

 

【保育利用申込みについて】 

 

Ａ１ 以下のホームページで公表しています。各月上旬に翌月の空き状況を掲載しますが、より

詳細な情報を知りたい場合は、施設の所在する地域の区役所・支所にお問い合わせくださ

い。なお、令和５年４月の一次調整分受付終了時点の受入枠及び申込状況については１１

月２４日（木）に公表予定です。 

  https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000227761.html 

 

 

 

 

Ａ２ 京都市内にお住まいの方は、京都市内の全ての保育施設・事業所を利用できます。 

   教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書（２/２）に希望するすべての施設を御記入

し、御提出ください。区別に複数提出する必要はありません。 

   なお、京都市外の他の自治体の保育施設・事業所は利用できません（認可外保育施設、企

業主導型保育施設は京都市外であっても利用できる場合があります。詳しくは直接認可外

保育施設等にお尋ねください。）。 

 

 

 

 

 

Ａ３ 転居予定の方も京都市民の方と同じ手続方法でお申し込みできます。 

   保育の利用が決定した場合、利用開始日までに少なくとも保護者のうち１人と保育利用

をする児童の住民票を京都市に移してください。 

   また、利用調整結果通知は郵送でお送りしますので、送付先の住所が現住所と異なる場合

は申込先の区役所・支所までお知らせください。 

   なお、転入に伴い就労先が変わることにより、申込時に就労内定の状態の場合、保育利用

の優先度判定基準における調整指数「就労内定」に該当（－５点）することとなりますの

で、御留意ください。 

 

 

 

 

Ｑ１ 京都市内の保育園の空き状況をＨＰで知ることはできますか。 

Ｑ２ 住んでいる区内以外の他区の保育施設・事業所を利用したいのですが申し込

みできますか。 

Ｑ３ 現在、京都市以外の市町村に住んでおり、京都市に転居予定ですが、保育利用

の申し込みはできますか。また、就労先が変わる場合、申し込みに影響はありま

すか。 
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https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000274557.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000227761.html


 

 

 

 

Ａ４ 京都市内への通勤を理由に京都市の保育施設・事業所は利用できません。京都市外にお住

まいの方は、利用開始日までに京都市内に転入する場合や、里帰り出産のために一定期間の

み京都市内にお住まいになる場合のみ、利用申込みができます。 

 

 

 

Ａ５ 出生前の申込みも受け付けています。 

令和５年２月４日までの出産予定日の場合は、４月申込みができます。ただし、４月利用

申込みをしていても、２月５日以降に生まれた場合は５月利用開始となりますので、利用開

始希望日の変更をしてください。 

出産予定で申込みをされた場合は、出生届を御提出後速やかにお住まいの地域の区役所・

支所まで御連絡ください。 

 

 

 

Ａ６ 何箇所でもお申し込みいただけます。保育利用申込書（２／２）の「２ 利用を希望する

保育施設・事業所」欄では第６希望までしか記入枠を設けておりませんが、「上記以外の希

望」欄に第７希望以降の保育施設・事業所を何箇所でも御記入いただけます。 

 

 

 

 

Ａ７ 提出先の違いによって、その後の優先度判定に有利・不利は発生しません。ただし、一次

調整の締切は１１月１８日（金）までのため、１１月１９日（土）以降の申込みは二次調整

となり、取扱いが大きく異なりますので、御注意ください。 

   また、１１月１８日（金）までに申込みいただいた書類等について、不備・不足による再

提出又は希望先の保育園等の追加は１２月１６日（金）までのため、その後に御提出をいた

だいても一次調整には反映できませんので、早めの書類提出に御協力いただきますよう、お

願いいたします。 

【提出書類について】 

 

Ａ８ 両親分御用意ください。両親それぞれの保育が必要な理由に応じて、利用調整の際の点数

や教育・保育給付認定の内容を決定します。 
 

 

 

 

Ａ９ それぞれではなく、共通１枚で構いません。就労証明書等について、共通で提出される場

合、申込児童名の記入欄に申込児童全員の氏名等の御記入をお願いします。 

 

Ｑ４ 現在、京都市以外の市町村に住んでいて京都市内の職場に通勤していますが、

京都市の保育利用の申込みはできますか。 

Ｑ５ 令和５年１月に出産予定ですが、４月の保育利用申込みはできますか。 

Ｑ６ 希望先の保育施設・事業所は何箇所まで申し込みできますか。 

Ｑ８ 保育が必要な理由に応じた添付書類（就労証明書等）は、両親分必要ですか。 

Ｑ９ 申込児童が２人以上の場合、保育が必要な理由に応じた添付書類（就労証明書

等）もそれぞれの児童分必要ですか。 

Ｑ７ 申込書類を保育園等に提出するか、区役所・支所に提出するかによって、その

後の優先度判定等に違いは出ますか。 
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Ａ10 令和５年度用の就労証明書で令和４年１０月４日以降の証明日であれば、「就労証明書」

は保護者それぞれ１枚で申し込みできます。その際、原本を令和５年度の利用申込みにお

使いいただき、コピーを令和４年度の申込みにお使いください（その旨を就労証明書の空

欄部分等に御記入ください。）。 

 

 

 

Ａ11 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書（２/２）に御記入いただく希望保育時間は

参考項目です。実際に御利用いただく時間は、保育園等の内定後に、保育園等と御相談の

うえ、利用開始届（利用調整結果通知に同封します。）で確定した時間を保育園等に届け出

ていただきます。 

 

 

 

Ａ12 可能です。４月保育利用申込みであれば（※）、令和４年１２月１６日（金）までに希望

変更届の提出をいただければ、可能です（１２月１６日（金）必着）。 

   本冊子に同封している保育利用申込内容変更届に必要事項を御記入いただき、申請先の

区役所・支所へ御提出ください。 

※ ただし、令和４年１１月１８日（金）までにお申し込みいただいたものに限ります。 

１１月１９日以降にお申込みの場合は二次調整の取扱いとなります（二次調整については 

８ページを御覧ください。）。 

 

 

 

Ａ13  新しい勤務先での就労証明書を提出してください。令和５年４月申込みについては、変

更後の内容も含め、令和４年１２月１６日（金）までに御提出いただいた書類で利用調整の

手続きなどを行います。なお、１２月１６日（金）を過ぎての御提出の場合、利用調整の判

定に考慮できない取扱いとなりますので、御注意ください。 

 

【一斉面接について】 

 

Ａ14 一斉面接では、主に既に御提出いただいている書類等の内容確認や各世帯の状況等につ

いてお尋ねいたします。また、御希望の保育施設の申込状況等によっては、他に利用可能な

保育施設・事業所を御案内させていただく場合もございます。 

   一斉面接という名称ですが、保育施設・事業所の入園のための受験などではないため、ス

ーツなどでお越しいただく必要はなく、普段着で御参加ください。 

 

 

Ｑ10 令和５年４月の保育利用申込みと、令和４年度の年度途中の申込みも同時に

行うことを考えています。「就労証明書」は保護者分それぞれ２枚必要ですか。 

Ｑ11 保育の利用時間が未確定なのですがどう記入すればいいですか。 

Ｑ12 書類を提出した後に、希望先の変更は可能ですか。 

Ｑ14 一斉面接ではどんなことを聞かれるのですか。服装はどうしたらよいですか。 

Ｑ13 書類を提出した後に、就労先等が変更になりましたがどうすればよいですか。 
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Ａ15 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、会場の混雑を避けるため、できる限り世帯の

状況について御回答いただける代表者お一人で御参加いただくよう、お願いいたします。 

   また、お子様の同伴も必須ではありません。 

 

 

Ａ16 一斉面接の対象となっているか、参加しているかによって、その後の優先度判定に有利・

不利は一切発生いたしません。 

 

 

Ａ17 一斉面接について、午前と午後の時間に分けて開催しておりますが、例年、どの時間帯で

も受付開始時刻は待ち時間が発生することが多いです。一斉面接の受付時間中であればい

つでもお越しいただければ結構ですので、混雑を避けるためにも、できる限り分散での御参

加に御協力ください（一斉面接受付時間は書類提出時にお渡しする受付控えに記載してお

ります。受付番号で時間帯が異なりますので、御注意ください）。 

また、一斉面接に参加できない場合は、事前に第一希望の施設が所在する地域の区役所・

支所に御連絡ください。 

 

【利用調整結果通知後の対応について】 

 

Ａ18 保育利用を開始した月の月末までに復帰する必要があります（月末が、土日祝日の場合も

同様です）。 

（例）令和５年４月１日利用開始の場合は、令和５年４月３０日までに復職の必要があります 

   （育児休業の最終日は、４月２９日までとなります。）。 

復職後、２週間以内に利用調整結果通知に同封される「職場復帰証明書」をお住まいの区

役所・支所まで提出してください。 

 

 

 

Ａ19 御提出いただいた内容に基づき、翌年３月までの調整を行います。 

   なお、利用調整結果通知は、初回のみの送付となり、その後は内定した場合のみ送付しま

す。世帯の状況や就労状況に変更があった場合や翌月以降の利用調整結果通知が必要な場

合は、お住まいの地域の区役所・支所に御連絡ください。 

 
 

 

 

Ａ20 ４月末頃に入園先の保育施設・事業所を通じてお知らせする予定です。 

Ｑ18 保育利用が決定したとき、育児休業からいつまでに復職しないといけないですか。 

 

Ｑ19 保留になった場合に、翌月以降の利用調整を希望するのに再申請は必要ですか。 

Ｑ20 ４月入園の場合、利用者負担額（保育料）はいつ頃分かりますか。 

Ｑ15 一斉面接は両親ともに参加する必要がありますか。子どもは連れていく必要

がありますか。 

Ｑ16 一斉面接の有無によって、その後の優先度判定等に違いは出ますか。 

Ｑ17 その他、一斉面接で気を付けた方がよいことはありますか。 
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◆お問合せ先◆ 

お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当まで 
（京北地域は京北出張所保健福祉第一担当） 

区役所・支所名 所 在 地 電 話 FAX 

北 区 役 所 
〒603-8165 

北区紫野西御所田町 56 
432－1284 451－0611 

上 京 区 役 所 
〒602-8511 
上京区今出川通室町西入堀出シ町285 

441－5119 432－2025 

左 京 区 役 所 
〒606-8511 

左京区松ケ崎堂ノ上町 7-2 
702－1114 791－9616 

中 京 区 役 所 
〒604-8588 
中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 

812－2543 822－7151 

東 山 区 役 所 
〒605-8511 

東山区清水五丁目 130-6 
561－9350 531－2869 

山 科 区 役 所 
〒607-8511 

山科区椥辻池尻町 14-2 
592－3247 501－6831 

下 京 区 役 所 
〒600-8588 
下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 

371－7218 351－9028 

南 区 役 所 
〒601-8441 

南区西九条南田町 1-2 
681－3281 691－1397 

右 京 区 役 所 
〒616-8511 

右京区太秦下刑部町 12 
861－1437 861－4678 

右京区役所京北出張所 
〒601-0292 

右京区京北周山町上寺田 1-1 
852－1815 852－1814 

西 京 区 役 所 
〒615-8083 

西京区桂艮町 1-2（保健福祉センター別館） 
381－7665 392－6052 

洛 西 支 所 
〒610-1198 

西京区大原野東境谷町二丁目 1-2 
332－9195 332－8186 

伏 見 区 役 所 
〒612-8511 

伏見区鷹匠町 39-2 
611－2391 611－1166 

深 草 支 所 
〒612-0861 

伏見区深草向畑町 93-1 
642－3564 641－7326 

醍 醐 支 所 
〒601-1366 

伏見区醍醐大構町 28 
571－6392 571－2973 
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